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高年齢雇用継続給付の限度額変更
　平成 24 年 8 月 1 日から、雇用

保険の高年齢雇用継続給付に係

る支給限度額等が、次のように

変更されます。この変更の結果、

従業員の方への支給額が変更さ

れることがあります。これを機

会に、高年齢雇用継続給付制度

を再確認しておきましょう。

①高年齢雇用継続給付の概要

②支給要件

②支給額

＜高年齢雇用継続基本給付金＞

①60 歳以上 65 歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が通算して 5 年以上あること

③60 歳時点にくらべて 75％未満の賃金で雇用されていること

④各月の賃金（支給対象月の賃金）が「支給限度額（平成 24 年 8 月以

降 343,396 円）」未満であること

＜高年齢再就職給付金＞

①60 歳以上 65 歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が通算して 5 年以上あること

③基本手当の受給前にくらべて 75％未満の賃金で雇用されていること

④各月の賃金（支給対象月の賃金）が「支給限度額（平成 24 年 8 月以

降 343,396 円）」未満であること

⑤失業給付の支給残日数が 100 日以上あること

⑥再就職手当を受けていないこと

平成 24 年 7 月 31 日まで　平成 24 年 8 月 1 日から

支給限度額

支給額の下限

３４４，２０９円

１，８６４円

３４３，３９６円

１，８５６円

60 歳以降、継続雇用や再雇用する場合、それまでより賃金を下げ

る企業がほとんどです。そこで、60 歳時点とくらべて賃金が 75％

未満に下がったなど、一定の要件を満たした場合に政府が経済的な

援助をしてくれる制度があります。それが「高年齢雇用継続給付」

です。この高年齢雇用継続給付には、次の 2 種類があります。

　■高年齢雇用継続基本給付金
失業給付を受給せずに 60 歳に達した後も引き続き雇用されている

雇用保険の被保険者が対象

　■高年齢再就職給付金
失業給付を受給し、60 歳に達した後に再就職した雇用保険の被保

険者が対象

（支給額は、支給対象月について、賃金の低下の割合に応じて次の額です）

賃金の低下の割合 支　　給　　額

支給対象月の賃金が、「60 歳時点の賃金

の月額」に比べ 61％未満に低下

支給対象月の賃金が、「60 歳時点の賃金

の月額」に比べ 61％以上 75％未満に低下

支給対象月の賃金 ×15％

支給対象月の賃金 ×15％から逓減するよ

うに厚生労働省令で定める率

※高年齢雇用継続給付の制度を上手に使えば、 労働者の総収入 （給付の額＋賃金） が減
らないようにして、 賃金や社会保険料の支出を軽減することも可能です。 ご興味のある方は、
お気軽にお問い合わせ下さい
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は
、
法
案
成
立
後
に
策
定
さ

れ
る
よ
う
で
す
。
改
正
案
の

成
立
時
期
は
国
会
で
の
審
議

状
況
に
も
よ
り
ま
す
が
、
改

正
の
動
向
に
つ
い
て
注
目
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

企
業
の
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ

を
背
景
に
、
応
募
者
や
社
員

の
「
精
神
特
性
・
心
の
健
康

状
態
・
行
動
特
性
」
を
分
析

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

会
社
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
検
査
費
用
は
、
検
査
単

体
で
数
千
円
か
ら
と
い
う
低

額
な
も
の
か
ら
、
従
業
員
研

修
会
・
相
談
窓
口
の
提
供
と

セ
ッ
ト
の
も
の
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
採
用
や
配
属
前

に
、「
仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
」

「
社
会
適
応
力
」「
ス
ト
レ
ス

耐
性
」「
う
つ
傾
向
」
等
の

分
析
が
で
き
れ
ば
、
ミ
ス

マ
ッ
チ
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
、
会
社
に
と
っ
て
も
社
員

に
と
っ
て
も
有
益
と
な
る
で

し
ょ
う
。※

当
社
に
て
特
性
検

査
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

詳
し
い
事
は
ご
相
談
下
さ
い
。

　

平
成
23
年
度
の
「
脳
・
心

臓
疾
患
と
精
神
障
害
の
労
災

補
償
状
況
」（
厚
生
労
働
省
、

平
成
24
年
６
月
15
日
公
表
）

に
よ
り
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス

に
よ
る
精
神
障
害
だ
と
し
て

労
災
保
険
の
請
求
が
行
わ
れ

た
件
数
が
、
３
年
連
続
で
過

去
最
高
を
更
新
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

職
場
に
な
じ
め
な
か
っ
た

り
、
働
か
せ
す
ぎ
だ
っ
た
り

と
そ
の
要
因
は
様
々
で
あ

り
、
ま
た
複
合
的
な
も
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
会
社
と

し
て
は
「
我
が
社
に
合
う
人

材
を
採
用
し
た
い
」
と
い
う

思
い
は
常
に
お
持
ち
の
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

現
在
、
労
働
安
全
衛
生
法

の
改
正
案
が
議
論
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、新
た
に
「
精

神
的
健
康
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
検
査
」（
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
）
を
企
業
に
義

務
付
け
る
内
容
で
す
。

　

さ
ら
に
、
会
社
は
、
検
査

の
結
果
を
受
け
た
社
員
か
ら

の
申
出
に
よ
り
、
医
師
等
に

よ
る
面
接
指
導
を
実
施
す
る

必
要
が
出
て
く
る
と
と
も

に
、
医
師
の
意
見
を
聴
き
、

必
要
な
場
合
に
は
作
業
の
転

換
、
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
、

適
切
な
就
業
上
の
措
置
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
検
査
は
、
医

師
な
ど
が
通
常
の
健
康
診
断

に
併
せ
て
行
う
こ
と
が
想
定

さ
れ
、
検
査
結
果
は
社
員
に

直
接
通
知
さ
れ
ま
す
。
こ
の

検
査
結
果
は
、
医
師
が
社
員

か
ら
同
意
を
得
な
い
か
ぎ

り
、
会
社
に
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
具
体
的
な

チ
ェ
ッ
ク
項
目
や
実
施
方
法



最新情報 脳･心臓疾患の労災補償状況
　厚生労働省より、平成 23 年度の「脳・心臓

疾患と精神障害の労災補償状況」が公表されま

した。

①「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

②精神障害に関する事案の労災補償状況

支給限度額変更（育児休業・介護休業）
トップニュースでご紹介しました高年齢雇用

継続給付以外にも毎月勤労統計の平均定期給

与額の増減をもとに、毎年８月１日に行われ

る賃金日額の変更に伴い支給限度額の上限に

変更があります。（初日が平成 24 年８月１日

以後である支給対象期間から変更）

平成 24 年 7 月 31 日まで　平成 24 年 8 月 1 日から

育児休業給付

介護休業給付

２１５，１００円

１７２，０８０円

２１４，６５０円

１７１，７２０円

障
害
者
雇
用
率
の
引
上
げ

障
害
者
雇
用
率
が
2.0
％
に

未
達
成
の
場
合

精
神
障
害
者
も
対
象
へ

事
業
主
は
要
注
意

　

13
年
４
月
１
日
よ
り
、
民

間
企
業
に
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
障
害
者
雇
用
率
が
15
年

ぶ
り
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
現

行
の
1.8
％
か
ら
2.0
％
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
国
や
地
方
公

共
団
体
の
障
害
者
雇
用
率
は

現
行
の
2.1
％
か
ら
2.3
％
に
、

都
道
府
県
等
の
教
育
委
員
会

は
同
じ
く
2.0
％
か
ら
2.2
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
ま
と
め
に
よ

る
と
、
11
年
度
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
を
通
じ
て
就
職
し
た
障
害

者
は
５
万
９
３
６
７
人
で
70

年
度
の
調
査
開
始
以
降
、
過

去
最
多
と
な
っ
て
お
り
、
企

業
の
障
害
者
雇
用
は
全
体
と

し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
よ
う

で
す
。

　

今
回
の
法
定
雇
用
率
の
引

上
げ
と
同
時
に
、
障
害
者
の

雇
用
を
義
務
付
け
ら
れ
る
企

業
の
規
模
も
従
業
員
56
人
以

上
か
ら
50
人
以
上
に
広
げ
ら

れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
事
業

主
に
は
以
下
の
義
務
が
あ
り

ま
す
。

①
毎
年
６
月
１
日
時
点
の
障

害
者
雇
用
状
況
を
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

②
障
害
者
雇
用
推
進
者
を
選

任
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

　

雇
用
率
が
未
達
成
の
場
合
、

「
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
」

に
お
い
て
、
従
業
員
数
が
２

０
１
人
以
上
の
企
業
は
、
法

定
雇
用
障
害
者
数
に
不
足
す

る
１
人
に
つ
き
月
５
万
円
を

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

一
方
で
、
雇
用
率
を
上

回
っ
て
い
る
企
業
へ
は
、
上

回
る
１
人
に
つ
き
月
２
万
千

円
～
２
万
７
千
円
の
報
奨
金

な
ど
が
支
給
さ
れ
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、

今
回
こ
れ
ら
の
金
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

精
神
障
害
者
を
含
め
た
障

害
者
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ

た
際
に
は
、
雇
用
率
が
新
た

に
算
定
さ
れ
、
最
終
的
な
雇

用
率
は
少
な
く
と
も
2.2
％
に

な
る
よ
う
で
す
。
今
秋
よ
り

審
議
が
始
ま
り
、
法
案
の
国

会
提
出
は
来
年
と
な
る
見
通

し
で
す
。

■脳・心臓疾患についての労災請求件数は 898 件で、２年連続で増加

前年度に比べ 96 件の増加

■支給決定件数（労災と認められた件数）は 310 件で、４年ぶりの増加

前年度に比べ 25 件の増加

■平成 23 年度の特徴

脳・心臓疾患に関する労災補償の請求件数を業種別（大分類）にみた

場合、「運輸業、郵便業」（182 件、20％）、「卸売業・小売業」（143 件、

16％）、「製造業」（132 件、15％）の順に多く、これらで半数を超えます。

支給決定件数も同様に、「運輸業、郵便業」（93 件、30％）、「卸売業・小売業」

（48 件、15％）、「製造業」（41 件、13％）の順に多く、これらで約６割

を占めています。

■精神障害についての労災請求件数は 1,272 件で、３年連続で過去最多を

更新　前年度に比べ 91 件の増加

■支給決定件数は、過去最多の 325 件。前年度に比べ 17 件の増加

■精神障害に関する労災補償状況を職種別（大分類）にみると、請求件

数は「事務従事者」（323 件）や「専門的・技術的職業従事者」（318 件）

が多く、全体の半数を占め、これに「販売従事者」（167 件）が続いて

います。精神障害の支給決定件数を、それを引き起こした出来事別に

みると、「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があっ

た」がもっとも多く 52 件（16％）、次いで「悲惨な事故や災害の体験、

目撃をした」が 48 件（15％）、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、または暴

行を受けた」が 40 件（12％）などとなっています。

脳・心臓疾患及び精神障害については、厚生労働省がそれぞれ認定基準を設けており、

迅速・公正な労災認定が行われることになっています。

しかし、認定事例が生じてしまった場合、労働者側・企業側ともに大きなダメージ

を負うことになります。最も重要なのはその予防です。職場でのメンタルヘルス・

長時間労働対策についても、お気軽にご相談ください。



「
国
民
年
金
」
の
気
に
な
る
数
字

若
年
層
の
低
い
納
付
率

納
付
率
ア
ッ
プ
の
取
組
み

加
入
者
の
収
入
の
低
さ

納
付
率
が
最
低
を
更
新

　

厚
生
労
働
省
が
７
月
５

日
に
発
表
し
た
調
査
結
果

に
よ
る
と
、
11
年
度
の
国

民
年
金
保
険
料
納
付
率
は

58.8
％
と
、
10
年
度
の
59.3
％

に
引
き
続
き
60
％
を
下
回

る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

納
付
率
は
、
20
歳
以
上

の
学
生
の
強
制
加
入
が
導

入
さ
れ
た
91
年
と
翌
92
年

の
85.7
％
を
ピ
ー
ク
に
下
が

り
始
め
、
97
年
に
制
度
維

持
に
必
要
と
さ
れ
る
80
％

を
下
回
り
、
そ
の
後
05
年

の
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

導
入
時
に
い
っ
た
ん
回
復

し
ま
し
た
が
、
翌
06
年
以

降
下
が
り
続
け
て
い
ま

す
。

年
齢
層
別
で
は
、

　

20
～
24
歳　

50.　

％

　

25
～
29
歳　

46.　

％

　

30
～
34
歳　

49.　

％

　

35
～
39
歳　

55.　

％

　

40
～
44
歳　

57.　

％

　

45
～
49
歳　

59.　

％

　

50
～
54
歳　

65.　

％

　

55
～
59
歳　

71.　

％

20
～
40
歳
台
前
半
の
い
ず

れ
も
50
歳
以
降
に
比
べ
て

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

若
年
層
ほ
ど
納
付
率
が

低
く
な
る
原
因
と
し
て
、

非
正
規
労
働
者
の
増
加
に

よ
り
、
年
収
が
低
く
て
保

険
料
を
納
め
た
く
て
も
納

め
ら
れ
な
い
人
が
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
的
年
金
加
入
者
の
所

得
状
況
の
調
査
結
果
に
よ

る
と
、
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
の
平
均
年
収
は

１
５
９
万
円
と
、
第
２
号

被
保
険
者
で
あ
る
厚
生
年

金
保
険
加
入
者
、
共
済
年

金
加
入
者
の
平
均
年
収
が

４
２
６
万
円
で
あ
る
こ
と

に
比
べ
る
と
半
分
以
下
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
。

　

年
金
受
給
者
の
１
８
９

万
円
と
比
べ
て
も
下
回
る

結
果
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
、
従
来
自
営
業
者
を

中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た

被
保
険
者
が
、
現
在
で
は

約
６
割
を
無
職
・
非
正
規

労
働
者
で
占
め
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
こ
と
の
影
響

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

　

同
省
で
は
、
納
付
率
が

低
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
原

因
と
し
て
、
低
収
入
の
人

の
一
部
に
保
険
料
免
除
等

の
申
請
を
し
て
い
な
い
人

が
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
13

年
夏
ま
で
に
そ
の
半
数
を

免
除
・
納
付
の
い
ず
れ
か

に
結
び
付
け
た
い
と
し

て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
現
在
国
会

に
提
出
中
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
の
動
向
も
見

な
が
ら
、
公
的
年
金
制

度
の
普
及
・
啓
発
に
取

り
組
み
、
納
付
率
の
改

善
を
図
り
た
い
と
し
て

い
ま
す
。
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　運営管理者 10 名にお集まりいただき、管理者研修

を実施いました。

人事労務管理の担当者の皆さんが、職場で遭遇する

さまざまな問題に対して、実例を踏まえながら、お

話しさせていただきました。

　管理者が職場でくすぶる人事労務の問題を「仕事

が忙しいので対応できなかった」また、「管理者自身

が本来すべく人事労務管理をどうしたらよいかわか

らず、そのままにしておいた」このような言い訳や

放置がその後、法人と管理者自身にとって大きな痛

手となる人事労務トラブルを引き起こしてしまうこ

とがよくあります。これらのトラブルは本来、職場

をあずかる管理者が人事労務管理の知識をもって早

期に予防・対処していれば、大事にならずにすむこ

とだと思います。

　すなわち人事労務管理は職場をあずかる管理者の

もっとも重要な仕事です。この研修を通じて管理者

が人事労務管理に関する知識を身につけていただけ

ればと思います。

　こちらの法人様では次回８月に、セクハラ・パワ

ハラに関する研修を行う予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（担当：池田）

人事労務管理力研修を行いました

日　時：7月 27 日（金）14：00 ～ 16：00

参加者：北九州市　特別養護老人ホーム

　　　　管理者 10 名

テーマ：人事労務管理力

講　師：上田

・一括有期事業開始届の提出（建設業）
　主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が
　1 億 9000 万円未満の工事
・7 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

・7 月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付
・個人事業税の納付＜第 1 期＞
・6 月決算法人の確定申告・12 月決算法人の中間申告
・9 月・12 月・翌年 3 月決算法人の消費税の中間申告
・個人事業者の当年分消費税の中間申告
・個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 2 期＞
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お仕事カレンダー



新しく仲間が増えたワン♪

始めまして。

石長菊代と申し

ます。

まず、豪雨災害

で被災された

方々に心よりお

見舞い申し上げ

ます。

7 月 1 日に入社致しました萩原と申します。 

4 月より、熊本県若年者緊急雇用創出事業という制度を

利用し就職に必要なスキルを身につける為 3 カ月の座学

石
長　

菊
代

萩
原　

亜
由
美

ひ
な
（
４
カ
月 

♀
）

ま
お
（
８
カ
月 

♀
）

研修を受けて参りました。

7 月からの 3 カ月間、実際

の就業の中でスキルを身

につけ 10 月からの継続雇

用を目指しがんばってお

ります。 

主に社会保険や雇用保険

の手続業務をしています。 

よろしくお願い致します。

7 月より新たに仲間となりました職員をご紹介いたします。
爽やかな笑顔と内に秘めた熱い想いを抱いた二人を皆さん
応援してください。

　この度、７月９日よりブレインスターの一員

としてお世話になる事になりました。これまで

の様々な経験を糧とし微力ではありますが皆様

のお役に立てる様、尽力して参ります。

　これからは皆様の温かいご指導を頂き日々、

成長出来る様、努力いたします。どうぞ宜しく

お願い致します。

※代表上田の愛犬たちです

ク
ー
ル
な

じ
ゃ
じ
ゃ
馬
娘
の

私は阿蘇で生まれた黒柴です。

みんなに美人といわれます！

いつも主人のベットで一緒に

寝ています♪

私は埼玉で生まれた白柴です。

200 頭に 1 頭の割合でしか生まれない

珍しい白柴です！

主人がわざわざ埼玉から熊本に連れて

帰ってくれました♪

One Point 表示形式を利用してデータの見た目を変更する（日付編）

　前回の数値編に続き、今回は日付に関する表示形式のユーザー定義を利用する方法をご紹介いたします。

■ユーザー定義で利用できる書式記号 ■設定例（2012/8/10 と入力）

年

月

日

曜日

西暦を 4 桁で表示（yy で下 2 桁のみ表示）

年を年号を元に表示（ee で全て 2 桁表示）

元号をｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄで表示（M･T･S･H）

元号を漢字の頭文字で表示（明･大･昭･平）

元号を漢字で表示（明治･大正･昭和･平成）

月を表示（mm で全て 2 桁表示）

月を英語の頭文字 3 文字で表示（Jan ～ Dec）

月を英語で表示（January ～ December）

月を英語の頭文字で表示（J ～ D）

日にちを表示（dd で全て 2 桁表示）

曜日を英語の頭文字 3 文字で表示（Sun ～ Sat）

曜日を英語で表示（Sunday ～ Saturday）

曜日を漢字の頭文字で表示（日～土）

曜日を漢字で表示（日曜日～土曜日）

yyyy

e

g

gg

ggg

m

mmm

mmmm

mmmmm

d

ddd

dddd

aaa

aaaa

yy”年” mm” 月” dd”日”

m”月” d” 日” (aaa)

ge.mm.dd

mmmm d,yyyy

mmmm d ddd

12 年 08 月 10 日

8 月 10 日 ( 金 )

H24.08.10

August 10,2012

August 10 Fri

設定した書式　 　　　　実際の表示

↓ココへ入力

※日付の書式の後に特定の文字列を表示させる

時はダブルクォーテーション ("") で囲みます

代表取締役　上田　正順

夏といわれて思い出すものの一つが「花火」です

が、花火の初使用については定かではありません。

古い記録として、室町時代の公家の日記に 1447 年

3 月 21 日唐人が花火と考えられる風流事を行った

と記載されているものがあるそうです。今から

565 年前の話になります。古来より花火は人を感

動させるものだったようです。

〒862-0949  熊本市中央区国府 1-14-12  1Ｆ
TEL  ：096-211-6055　FAX：096-211-6065
URL：http://brainstar.jp

花　火


